
先物取引に係る雑所得等の説明書

税 務 署

先

この説明書は………先物取引に係る雑所得等の課税の特例及び先物取引の差金等決済

に係る損失の繰越控除の適用がある方のために用意したもので、先

物取引に係る雑所得等の税額の計算及び先物取引の差金等決済に係

る損失の繰越控除の計算や申告書付表の書き方を説明してありま

す。

１ 先物取引の範囲

この説明書において先物取引とは、次の商品先物取引と有価証券先物取引等のことをいいます。

⑴ 商品先物取引とは………平成13年４月１日以後に行う商品取引所法第２条第６項又は同条第７項

に規定する商品市場において行われる同条第８項第１号ホに定められている先物取引をいいます。

⑵ 有価証券先物取引等とは………平成16年１月１日以後に行う証券取引法第２条第17項（有価証

券先物取引）、同条第18項（有価証券指数等先物取引）及び同条第19項（有価証券オプション取

引）に定められている取引をいいます。

２ 先物取引に係る雑所得等の課税の特例

先物取引をし、かつ、先物取引の決済（商品先物取引による商品の受渡し及び有価証券先物取引等

による有価証券の受渡しが行われることとなるものを除きます。以下「差金等決済」といいます。）

をしたことによる事業所得の金額及び雑所得の金額の合計額（以下「先物取引に係る雑所得等の金

額」といいます。）については、他の所得と区分して15％（平成14年分までは20％）の税率による

分離課税の方法により所得税が課税されます。

ただし、有価証券先物取引等の差金等決済に係る雑所得等については、平成16年分以後の所得税

について、同様の分離課税の方法が適用されます。

３ 先物取引の差金等決済による雑所得等の金額

先物取引の差金等決済による事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額があると

きは、次の区分に応じて計算します。

⑴ 先物取引に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、先物取引に係る雑所得

の金額から差し引きます。

⑵ 先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、先物取引に係る事業所得

の金額から差し引きます。

(注) 先物取引の差金等決済による事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、

他の所得から差し引くこと（損益通算）はできません。

４ 先物取引に係る課税雑所得等の金額の計算

課税される先物取引に係る雑所得等の金額は、先物取引に係る雑所得等の金額から、先物取引の差

金等決済に係る損失の繰越控除及び雑損失の繰越控除の適用があるときには、一定の方法によりこれ



らの繰越控除を行った後、所得控除額を差し引いた残額(以下「先物取引に係る課税雑所得等の金額」

といいます。）です。

※ 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除については、次の５で説明しています。

５ 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除とは、平成15年１月１日以後に商品先物取引の差金

等決済をしたことにより生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額がある場合には、一定の要件

の下で、その損失の金額を翌年以後３年間にわたり繰り越し、その繰り越された年の先物取引に係る

雑所得等の金額を限度として、一定の方法により、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上差し引く

ことができるというものです。

なお、平成16年１月１日以後に有価証券先物取引等の差金等決済をしたことにより生じた損失の

金額については、平成16年分以後の所得税について適用されます。

⑴ 先物取引の差金等決済に係る損失の金額とは……

この繰越控除の対象となる「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」とは、平成15年１月１

日以後に商品先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額のうち、その差金等決済を

した日の属する年分の先物取引に係る雑所得等の金額の計算上差し引いてもなお差し引ききれない

部分の金額をいいます。

なお、平成16年１月１日以後に有価証券先物取引等の差金等決済をしたことにより生じた損失

の金額については、平成16年分以後の所得税について適用されます。

⑵ 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の方法は……

先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除は、次の順序により行います。

① 先物取引の差金等決済に係る損失の金額が前年以前３年内の２以上の年分に生じたものである

場合には、これらの年のうち最も古い年分に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額から

順次差し引きます。

② 雑損失の繰越控除を行う場合には、まず、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を行っ

た後、雑損失の繰越控除を行います。

⑶ 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を受けるために必要な手続は……

先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を受けるためには、先物取引の差金等決済に係る損

失の金額が生じた年分について、該当事項を記載した「平成 年分の所得税の 申告書付表(先

物取引に係る繰越損失用）」及び「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」（いずれも税務署

に用意しています。）を添付した確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書

（上記の申告書付表等を含みます。）を提出しなければなりません。

⑷ 使用する申告書は……

先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を受ける場合に使用する申告書は、原則として、申

告書Ｂと申告書第三表(分離課税用)ですが、次のいずれかに該当する場合は、申告書Ｂと申告書第

四表(損失申告用)を使用します。

① その年の先物取引に係る雑所得等以外の所得金額が赤字の場合

② 雑損控除額をその年の所得金額から控除すると赤字になる場合

③ 先物取引の差金等決済に係る損失以外の繰越損失額をその年の所得金額から控除すると赤字に

なる場合



「平成 年分の所得税の 申告書付表 先物取引に係
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左の「平成 年分の所得税の 申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」の記載例は、次の設例によっています。

【設 例】

・平成15年分の所得 総合課税の所得金額の合計額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,804,000円

先物取引に係る雑所得等の金額(雑所得)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・△250,000円

・所得から差し引かれる金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,804,000円

○ 申告書第三表(分離課税用)「所得金額」欄の記載例 ○ 申告書第三表(分離課税用)「税金の計算」欄の記載例

○ 申告書第三表(分離課税用)「その他」欄の記載例

※ 申告書第三表(分離課税用)又は申告書第四表(損失申告用)の記載方法

１ 申告書第三表(分離課税用)の「所得金額」、及び「その他」欄(申告書第四表(損失申告用)は「１損失額又は所

得金額」、「４繰越損失を差し引く計算」及び「７翌年以後に繰り越される先物取引に係る損失の金額」欄)の記載

方法

⑴ 本年分の先物取引に係る雑所得等の金額が黒字の場合

申告書第三表(分離課税用)の 、 及び 欄(申告書第四表(損失申告用)は 、 及び 欄)には、申告書

付表の 、 及び の金額を転記します。

⑵ 本年分の先物取引に係る雑所得等の金額が赤字の場合

申告書第三表(分離課税用)の 欄(申告書第四表(損失申告用)は 欄)には、申告書付表の の金額を転記し

ます。

また、申告書第三表(分離課税用)の 及び 欄(申告書第四表(損失申告用)は 及び 欄)には、「０」を書き

ます。

２ 申告書第三表(分離課税用)の「税金の計算」の「課税される所得金額」欄の記載方法

⑴ 申告書第三表(分離課税用)の⑨から を差し引いた金額が黒字の場合

申告書第三表(分離課税用)の 欄には、申告書第三表(分離課税用)の⑨から を差し引いた金額を書き、ま

た、申告書第三表(分離課税用)の 欄には、申告書第三表(分離課税用)の から を差し引いた金額を転記し

ます。

⑵ 申告書第三表(分離課税用)の⑨から を差し引いた金額が赤字の場合

申告書第三表(分離課税用)の 欄には、他に分離課税の所得がない場合は、申告書第三表(分離課税用)の⑨

と の合計額から と を差し引いた金額を書きます(赤字の場合は記入の必要はありません。)。

なお、申告書第三表(分離課税用)の 欄には、記入の必要はありません。

(注) 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除は、平成15年１月１日以後に行う商品先物取引の差金等決済に

係る損失の金額及び平成16年１月１日以後に行う有価証券先物取引等の差金等決済に係る損失の金額について

適用されます。


